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を
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位
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的

組

織

中
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が

社

會

的

理
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縝
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狀
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得
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^
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す
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翅
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。
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若
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請
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あ
る

時

は

秘
-W
會
S
な

す

こv

を
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容
せ
ぶ
議
事
規
則 

第
三
十
六
條
の
规
定
の
存
す
る
有
ぅ
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多
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以
て
憲
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反
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做
し
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付
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.
O
I
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m
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i
l
a
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a Heal convenience 

^
O
M
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consideration of 

measores in. detâ
sncll as. the discussion and araendnaent 

of 
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separate 
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the debates upon 

'■
diserent items of appropriations. (Lowell, G

o
v
e
m
m
s
t

 of 

.England, VOL. I, p. .2.65)

中

議

谠

法
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比

較

研

究

に

依

れ

ば

"

_

事

公

開

の

制

度
 

に

|
|

種

あ

る

を

知

る
0

其

の1

は

予

之

を

：
呼

ん

で

英

國
 

注

義
^

云

は
.
'ん

ビ

欲

す

。

此
0

制

度

は

議

事

の

公

開

を
 

保

障

す

る
，p
せ

ざ

る
；
.ヒ

を

議

院
.

の

特權
>0

す

る

：の

見

解
 

に
®

け

ば

な

公
0
他

の

制

，度

を

怫

國

主

義

ど

呼

ば

ん

歟0 

此

：
の

.
怫

蘭

西

主

義

は

議

事

の

公

開

を

以

て

國

民

の

權

利
 

の

保

障

と

認

め
，

之

が

例

外

は

憲

法

に

明

記

す

る

場

合
 

の
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み
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之

を

許

容
'せ

ん

ヒ

ず

る
.

も

の

な
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英

國
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の
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今

日

表

で
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守

せ

£

る
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所0

議

事

秘

密

虫

義
 

に

在

て

存

す

。

庇

の

；秘

密

主

義

は

第

十

八

世

紀

の

初

葉
 

以

降

漸

次

弛

緩

し

來

れ

る

も

未

だ

以

て

法

律

に

依

て

之
 

を

確

宛

す

る

に

蛋
&

ず

。
.

_

院

は

漸

次

議

事

の

傍

_

、 

_

舉

の
.

報

告

、

投
®

簿

の

公

關

を

許

容

す

る

に

浼6

し 

も

、

下

院

，
は

隨

時

其

の

#

.

權

を

復

し
"

議

事

の

傍

聽

、
役
 

禀

簿

の

公

關

、
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®

を
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中

る
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#

ベ
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.
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近

世

的

議

事

の

行

は

れ
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に
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九
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妨

げ

ん

？

せ

し

.

1

か

ば

兹

に

踹

な

く

も

議
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公

開

し

.
て

議

會

の

利

益

を
 

.

擁

謎

せ
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す

る

の

爭

闘

を

惹

起

せA

O

然

る

に

も

拘
 

ら

ず
"

1

七

九

一

年

の

遨

法

は

明

文

を

以

て

秘

密

會

を
 

读

認

し

た
A

O

憲

法

の

承

認

せ

る

議

事

公

關

の

例

外

規
 

‘

定

が

如

何

に

猫

疑

の

服

を

以

て

迎

へ

ら

れ

し

，

憲

法

、

一
 

制

定
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に

於

け

る

討

議

を1

考

す
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ば
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さ

れ

ば
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く
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五

十
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ぁ
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す

る

も

の

も
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な

か

ら

ざ
6

き

。

之
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對

し

て

他
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ノ
 

謎

員

は

秘

密

會

議

は

單

に

密

議

す

可

く

、

決

し

て

_

決
 

す

可

き

も

の

に

あ

、
b

ざ

る

こ
^

を

明

か

に

し

た
{

0
今

j

 

日

に

於

て

も

秘

密

會

は

雜

議

す

可

く

、

議

決

、

殊

に

立
 

&

的

議

決

を

爲

す

も

の

に
6

ら

す

ど

な

す

の

見

解

«

蘭
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西

に
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廣

く

行

は

る
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が

如

し

。

憲
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け
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規
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い
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る̂
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す
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の
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叙
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_
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.

の
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は

議

員

を

し

て

人

民

.
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信
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.

全

ぅ

し、
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民

意

ど
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法
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を

調

和

せ

し

む

る
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ぅ

膦
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を
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し

.め

>
 

且

つ

議

會

を

し

：て

人

民

.の

意

嚮

を

察

知

： 

せ

し

む

る

の

利

益

を

與

ふ

ビ

？

次

の

I
®

は

殊

に

^

の

. 

理

由

を

力

說

せ

る

も

の

な

り

；？

「

人

民

に

侬

$

て

選

擧

せ

ら

れ

"
時

々

改

選

せ

ら

る

、

.

議

會

に

在

ぅ

て

は

議

事

の

公

開

は

選

擧

人

に

實

地

の
 

知

識

を

與

ふ

る

爲

め

に

絕

對R

必

要

な

若

し

人
 

民

に

し

て

讲

斷

の

力

な

き

人

々

の

中

ょ
b

離

員

を
®

 

ば

ざ

る

可

か6

し

な

ら

ば

>

«

會

を

改

選

す

る

も

何
 

の

益

か

あ

ら

ん」

 

,

立

‘憲

政

治

の

初

期

、

南

獨

諸

邦

.の

憲

法

は

佛

蘭

西

流
 

の

見

解

を

採

り

、

議

事

公

開

の

原

則

ど

之

が

例

外

の

場
 

合

ビ

を

憲

法

々

典

に

於

て

明

定

し

た

ぅ

、

然

か

も

狗

怫
 

蘭

西

の

.制

度

^

與

.な

る

所

6

办

0

即

ち

一

方

に

於

て

政
 

府

に

與

ふ

る

に

其

め

請

求

に

因

つ

て

秘

密

會

を

關

く

の
 

權

を

以

て

し

”

他

方

に

於

て

は

怫

國

ど

異

な

!)
,

秘

密

會
 

の

請

求

を

以

て

各

議

員

又

は

少

數

議

.員

の

#

權

ビ

爲

さ

す

、

其

院

の

決
»

を

要

す

る

こ

ミ

、

し

た

る

な

b

.,

.

o

此
 

の

相

雜

は

維

也

鈉

會

議

議

究

®

'

 (

駐

三)

五

十

九

條

即

r

, 

筋

十

卷

(

九

一)

雜

錄

ハ

タ

チ

ェ

ッ

ク

敎

授

の

獨

逸

帝

國

馨

踰
 

^
-
 
m

九
一

.71
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锫

十

怨
(

九

ニ)

雜錄
ハ、

ソ

チ

H
、y
ク
敎
授
の
獨
趟
帝
國
諮
會
臨

,ち

譏

事
.の
公
.關

を

認

む

る

場

合

に

於

て

は

議

事

規

則

：.に

 

.依

セ
"

_

f
爲

し

又

は

議

事

の

報
®

を

爲

す
R
方

i 

て

各

聯

邦

及

全

獨

逸

の

，安

寧

を

害

せ

ざ

ら

し

む

る

こ
S 

.
を
要

求

し
れ
る
規
定
に
依
て
南
獨
全
體
に
認
め
ら

>

§

 

f

o

 

.興
後
政
府
の
秘
密
會
請
求
權
を
制
限
し
れ 

、
 

，ぅ
？
勿
論
政
府
の
秘
密
會
請
求
權
を
全
然
剝
奪
し
れ
る 

に
あ
ら
ず
、
政
府
の
請
求
に
，係
る
秘
密
會
開
會
の
婪
否 

. 

，或
は
其
の
請
求
に
基
き
て
旣
に
開
會
し
れ
る
秘
密
會
を 

'繼
績
す
る
の
要
否
を
議
院
に
於
て
議
決
す
る
こ
ど

 

>
し 

、
 

，た
-

CN

し
な
b
o 

•

,
. 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
帝
國
憲
法

(

註
四)

並
に
之
に
續
い 

そ
成
れ
る 

'エ
ル
フ
ル
ト
合
同
憲
法(

註
五)

に
於
て
は
特 

.に
新
見
解
の
採
用
せ
ら
る
 

>
を
見
れ
}

。
乃
ち
日
く
"

「

兩
院
の
會
議
は
之
を
公
關
すo
如
何
な
る
條
件
の
.下 

R

秘
密
會
を
開
く
可
き
か
は
各
院
の
議
事
規
則
之
を 

.

宛
むJ

 

s

o

.

此
の
如
く
議
院
の
み
會
議
を
公
開
す
る

V
J

否
マJ

を
決
定

は
聯
合
各
國
の
內
饴I.
-關
t
る
規
宠
な
リ
？

(

註
四)

マ
ィ
ゾ
河
畔
ツ
ヲ
ン
ク7
ル
ト
に
開
か
れ
れ̂
會
_
の
結
粜 

戍
立
し
?:
る
千
八
百
阻
十
九¥
三
月
ニ
十
.八
&
の
獨
逸
遛
法
4 *
沄
ふ 

(

註
五〕

3:
ル
フ
ル
ト
に
開
か
れ
れ
る
會
議
の
結
梨
成
立
し
?:
る
千
八 

钌
五
十
年
四
月
ニ
十
九
日
の
撒
逸
憊
法
か
！方
ふ
:0
'

下

..

是
に
於
て
乎
疑
問
を
生
ず
。
帝
國
憲
法
が
第
一
一
十
二 

倐
に
於
て
議
會
公
開
の
原
則
.を
定
め
た
る
は
孰
れ
の
見 

解
に
基
き
し
や
？
議
員
ラ
ス
ヵ
ー
氏
は
右
規
定
の
討
議
' 

R
際
し
て
次
の
如
く
言
へb
o

r

予
は
第
一
一
十 
一
ー«
に

規

定

ぜ

ら

る

>
が

如

き

議

事 

.

公
開
の
原
則
に
賛
同
す
る
ビ
同
時
に
、
其
の
原
則
の 

結
果
を
も
是
敲
せ
ん
マ

」

す」

 

氏
の
謂
ふ
議
事
公
開
の
原
則
の
結
果
の

】

つ
は
議
*
m
, 

街
の
自
由
是
な
な
き
。
而
し
て
此
事
は
當
時
旣R
普
魯
，
 

西
に
於
て
行
は
れ
居
た
る
に
拘
は
ら
ず
政
府
の
草
案
に 

は
明
記
せ
ら
れ
ざ
6
し
な
^
s
o然

か

も

^

ス
力
ー
氏
が 

»
事

公

開

の

原

則

ょ
6
今

一

つ

、
の

結

果

を

推

斷

せ

ん

：贫 

し

れ

る

は

彼

の

說

明
R
依
A

て

見

る

も

明

白

な

う

O

«

箱
.
S
 

九1!

上
に1.1

個Q

重
要
な
る
結
果
を
生
じ
れ
即
ち
第
ブ 

に
議
院
の
み
.歸
事
規
則
に
依
つ
て
議
事
公
開
の
例
外
规 

定
を
設
け
#

る
.の
結
果
議
事
の
.公
關
は
議
會
.

Q

特
權
な 

の
觀
念
を
座
じ
れ
る
こVJ、

第
二
に
»
事
公
開
の 

停
止
從
つ
て
秘
密
會
議
の
要
求
は_
 

#
'の

權

限
it
屬 

し
、
又
議
院
の
意
思
に
服
す
可
き
も
の
な
り
ど
の
見
解 

を
生
じ
れ
る
こ
^

是
れ
な
6

0
斯
く
し
て
從
來
の
#
國 

主
義
は
廢
れ
"

英
國
主
義
は
獨
逸
^
迎
へ
ら
れ
れ
る
な 

ぅ
。
此
の
主
義
に
依
れ
ば
議
事
の
公
開
は
國
段
の
權
利 

の
保
障
に
あ
.
&す
し
て
«

會
の
特
權
な
り
0

而
し
て
是 

れ
獨
逸
に
行
は
る
.、
君
主
的
國
家
論
ビ
合
致
す
る
も
の 

な
t

如
何
^
な
れ
ば
國
民
の
權
利
の
保
障
は
主
權
在 

民
說
を
前
提
す
れ
ば
な
办
。

(
註
三)

千
八
>T
ニ
十
苹
五
月
十
五
日
の
雄
也
納
會
議
々
逛
畨
は

 

聯
邦
を
党
成
し
、
發
圃
じ
マ
る
が
爲
め
^
細
也
納
に
開
か
れ
れ

 

る
使
節
會
謙
の
結
粜
成
立
せ
る
も
の
に
し
て
、
同
年
六
刀
八
H 

の
全
员
決
議
に
依
り
聯
郎
戀
法
と
觉
ま
れ
り
。

 

翁
決
議
は
六
十
洱
條
ふ
リ
成
り
、
第
一
條̂
茧
舣
3£
十
±
條
は 

聯
邦
^
^
.に
1
し
、
：第
瓦
：十
ヨ
.以
下
齡
六
屮
滋
後
に
茧i
t

の
結
果
^

は
旣
R

フ
ー
フ
ン
，
，
ク

7:
:

,
ト
帝
國
憲
法
に
'於
て 

規
定
せ
ら
れ
し
か
勿
く
、
議
事
を
公̂；
す
可
き
や
否
;̂- 

の
間
題•

に

.#
1い
.て
は
.議
院
之
を
專
決
す̂

な
す
こ
^
是 

れ
な
b

o
此
の
意
味
.に
於
て
秘
密
會
を
許
容
す
る
と
夬 

一
れ
自
身
が
實
に
議
事
公
：關
：の
：原
則
の
結
果
だ
る
な
々
0 

1

八

八

1

年
の
末
に
方
り
'
政
府
自
身
議
事
の
公
開
は 

議
會
の
特
權
^

し
て
議
院
之
を
尊
決
す
る
を
得
べ
し̂: 

解
し
た
る
に
依
办
て
も.此
.點

に

，
關

ず

る

j

切
の
疑
間
は 

氷
解
す
可
き
な

0々
チ
ル
ザ
ス
®

v

lト
リ
.ン
ゲ
ン
州
^
 

事
院(

註
六)

.の
議
事
.公
圈
R

關
す
る
法
律
案
を
提
出 

し
た
る
際
、
政
府
は
次
の
如
く
說
明
し
たh
o 

「

此
の
規
寒
の
結
果
州
參
事
院
は
著
し
く
其
の
活
動 

の
：疆
域
を
擴
張f

る
も
の
に
し
て
"
院
M

エ
ル
ザ
で 

i 

ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
州
の
公
事'忙
關
與
す
る
範
圍
の«
. 

張
せ
.も
る
；、
^
共
'

其̂
0
責
任
も
著
し
'く
加
は
.ぅ
た 

る
を
以
て
今
や
其
の
議«

を
公
開
せ
，し
( /

る
を
%
矶 

^
.す
る
に
至
れ
：i
o
、此
の
法
案
は
.帝
國
憲
法
第1

一
十 

一r

條
の
例
に
'倣
ひ
州
參
事
院
の
議
事
を
公
開
す
る
の

0 

i
 

:

九
H

婼

十

卷(

九
三)

雜
錄
ハ
タ
チ
エ
少
ク
敎
授
の
獨
逸
帝
國
議
會
騎'



奶

十

飴
(

九
w

】

雜

錄

ハ
ク
チ
3*
-
ッ
ク
釵
授
の
獨
逸
带
肉
驗
畲
論 

姑
一
號 

九
叫

て
斯
の
見
解
を
採S
ず
o

v

t

a

o

g
年
三
月
十
七
日
の

;/
!
.
則

を

確

I
M

す

る

の

规

定

を

設

く
 

Q
®

し

議

事

规

則
 

に

依

&

て

之

が

例

外

を

規

定

す

る

.こ
マJ

猶

帝

國

議

會
 

R

於

け

る

議

事

公

開

の

原

則

が

議

院

法

第

三

十

六

條
 

に

依

ぅ

て

拘

束

せ

ら

る

、

が

如

く

す

べ

し

」

菇
を
以
て
議
院
法
第
三
十
六
條
の
規
定
が
疑
も
な
く
適 

法
に
し
て
有
效
な
るHJ

を
斷
言
し
得
べ
し
。
而
し
て
帝 

國
憲
法
第
一一

十一

一
條
の
規
宠
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
帝
國 

滋
法
第
三
條
ど
同
樣
に
解
释
せ
ら
る
可
き
も
の

V
J

す
。 

£
?

ち
議
院
、
而
し
て
獨6
議
院
の

み

、從
つ
■て
帝
國
議
會 

の
み
議
事
規
則
に
依
り
て
秘
密
會
の
條
件
を
定
む

る

こ 

ビ
を
得
べ
し
V
J解
す
可
き
な
h

o
尙
ほ
.終
ぅ
に
1
說
有 

り
、
_

事
を
公
開
す
る
ビ
否S
を
決
定
す
る
は
議
會
の 

W

權
に
し
て
"

議
院
獨
6

之
を
處
決
し
得
べ
し
ど
す
る 

こ
S

が
^
當
に
し
て
"
又
無
制
限
に
支
持
す
可
き
も
の 

ど
は
政
府
の
最
早
や
疑
ひも
な

く

認
め
ざ
る
所
な
.

CS 

ぐ
し
。
帝
國
憲
法
第
二
十
二
條
の
規
定
に
依
り
て
.

(

議
事 

规
則
の
排
除
し
得
る)

枸
柬
を
帝
國
議
會
に
加
へ
た&

秘
密
會
は
立
法
的
.決
議
を
遂
げ
た
&
ゃ
而
し
て
是
れ
正 

f

 

A
V
.
&
D

何
ビ
な
れ
ば
帝
國
憲
法
第
一

一

十
土
條
の
規 

.定
は
帝
國
議
會
の
活
動
を
制
限
し
た
る
も
の
に6
ら
ず 

'
し
て
"
却
て
之
に
行
使
の
自
曲
を
有
す
ざ
#
權
を
附
與 

|

し

た

る

も

の

な

れ

ば

な

さ

.れ
ば
帝
國
議
會
は
憲
法 

\

第
七
十
九
條
の
支
配
を
受
く
る
普®
西
の
雨
院
ょ

&

も

 

II
に
進
步
せ
る
も
の
ど
謂
ふ
べ
しo(

註
.七)

如
何
ぐ
し
な 

れ
ば
後
*

に
於
て
.は
秘
«
#
の
絛
件
は
憲
法
に
於て

® 

定

せ

ら

る

、

に

も

拘

は

ら

す

、

前

卷

に

在

$

て
は
議
_
 

規
則
杧
於
て
規
定
せ
ら
れ
帝
國
憲
法
之
を
规
定
せ
ざ
る 

が
故
に
帝
國
議
會
は
憲
法
を
變M-
す
る
こ
:̂
な
く
、
又 

政
府
の
同
意
を
俟
れ
す
し
て
秘
密
會
の
條
件
を
變JE
す 

\

る
を
得
れ
ば
也
o
帝
國
議
會
は
常
に「

議
事
規
則
の
主 

人」

た
り
又
從
つ
て
議
事
公
開
の
例
外
規t/b
を
も
自
主

な
す
は
支
持
す
可
か
ら
t

帝
國
議

は
實
際
に
於

的
に
決
定
し
得
る
も
の
ビ
す
。

(

匪
六)

州
黎
祺
院
は
其
初
取
に
豁
間
機
關
れ
る
に
過
ぎ
ざ
リ
し

 

i
後
■帝
國
法
祺
にf

て
^
決
溜
を
得
化
れ
ぱ
备
聯
邦
の
_

曾

と
相
類
似
マ
る
に
至
り
し
尨
り
。

:

註
七)

#
昝
四
磔
法
站
七
十
',九
條
に
規
您
す
る
所
左
の
如
し 

b
i
e SitzUngea 

b
e
i
d
e
r
w
a
m
m
e
m

 M
i
n
d

o:
ft
i
a>
^
pt
o

r

J

a

m 

K
a
r
a

日er 

tdtt .anf d
e
m

 

A
u
t
r
a
g

 ibxes 

presideptep Oder, 

v
o
n

 

z
e
l
m

 

M
i
t
g
l
i
e
d
e
m

 zii einer g
e
h
e
i
m
e
n

 

s
i
t
ĉ
n
?

^
s
a
m
-

 

§
n
,
 

in 

匀 el

o.Iler 

dta
n
n z^nlchst 

i
iĉ
e
r diesen A

a
r
a
g

 zil 

.bescllliessen ist.(

雨
院
の
會
織
は
之
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